


測量士(補)、測量業の登録に係る登録免許税、登録手数料の関係

  平成１８年３月３１日まで 　  平成１８年４月１日から

測量士補の登録
　課　税　 １万５千円
　　　　　　　　（新測量法に規定なし）
　　　　　　　　　　（新登免税法別表１、32、(35)）
　手数料　（廃止）

測量士の登録
　課　税　 規定なし
　手数料　3,650円、（電子）3,600円
　　　　　　　（旧測量法49条３項）
　　　　　　　（旧施行令15条１号）

(個人)測量業者の登録（新規）
　課　税　 ３万円
　　　　　　　（所得税法等改正法附則61条、７項）
　手数料　（所得税法等改正法附則172条、２項、２号）

(個人)測量業者の登録（新規）
　　　　　　　　　　　　（事業主が測量士以外）
　課　税　 ９万円（旧登免税法別表１、46、(１)）
　手数料　（旧測量法55条の４）

測量士の登録
　課　税　 規定なし
　手数料　3,650円、（電子）3,600円
　　　　　　　（旧測量法49条３項）
　　　　　　　（旧施行令15条１号）

(個人)測量業者の登録（新規）
　課　税　 ９万円（旧登免税法別表１、46、(１)）
　手数料　（旧測量法55条の４）

測量士の登録
　課　税　 規定なし
　手数料　3,650円、（電子）3,600円
　　　　　　　（旧測量法49条３項）
　　　　　　　（旧施行令15条１号）

(個人・法人)測量業者の登録（更新）
　課　税　 （旧測量法55条の４）
　手数料　16,300円（旧測量法55条の４）
　　　　　　　　（旧施行令27条）

(個人・法人)測量業者の登録（更新）
　課　税　 （新測量法55条の４、１項）
　手数料　15,500円、（電子）15,100円
 　　　　　　　（新測量法55条の４、２項）
　　　　　　（新施行令27条）

測量士の登録
　課　税　 ３万円（新測量法に規定なし）
　　　　　　　　　　（新登免税法別表１、32、(35)）
　手数料　（廃止）

(個人)測量業者の登録（新規）
　　　　　　　　　　　　（事業主が測量士以外）
　課　税　 ９万円（新登免税法別表１、152、(１)）
　　　　　　　　　　　　　（新測量法55条の４、１項）
　手数料　（新測量法55条の４、２項）

測量士の登録
　課　税　 ３万円（新測量法に規定なし）
　　　　　　　　　　（新登免税法別表１、32、(35)）
　手数料　（廃止）

(個人)測量業者の登録（新規）
　課　税　 （新登免税法別表１、152、(１)）
　手数料　15,500円、(電子)15,100円
　　　　　　　（新測量法55条の４、２項）
　　　　　　　（新施行令27条）

(法人)測量業者の登録（新規）
　課　税　 ９万円（旧登免税法別表１、46、(１)）
　手数料　（旧測量法55条の４）

(法人)測量業者の登録（新規）
　課　税　 ９万円
　　　　　　　　（新登免税法別表１、152、(１)）
　　　　　　　　　　（新測量法55条の４、１項）
　手数料　（新測量法55条の４、２項）

測量士補の登録
　課　税　 規定なし
　手数料　1,900円、（電子）1,800円
　　　　　　　（旧測量法49条３項）
　　　　　　　（旧施行令15条２号）




